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議案第１４号 

君津市福祉作業所ミツバ園の指定管理者の指定について 

 君津市福祉作業所ミツバ園の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 施設の名称  君津市福祉作業所ミツバ園 

２ 施設の位置  君津市坂田３９６番地の４ 

３ 指定管理者  千葉県君津市久保３丁目１番１号 

社会福祉法人君津市社会福祉協議会 

会長 山中家道 

４ 指 定 期 間  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

平成２７年１１月３０日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 
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君津市福祉作業所ミツバ園の指定管理者となる団体の概要 

１ 名 称  社会福祉法人君津市社会福祉協議会 

２ 代 表 者  会長 山中家道 

３ 所 在 地  千葉県君津市久保３丁目１番１号 

４ 設 立 日  昭和４５年２月２１日 

５ 目 的 等  君津市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図

ることを目的とする。 

        目的を達成するため、次の事業を行う。 

        (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

        (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整

及び助成 

(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図る

ために必要な事業 

        (5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

        (6) 共同募金事業への協力 

        (7) 君津市社会福祉センターの経営 

        (8) 君津市福祉作業所ふたば園の経営 

        (9) 君津市福祉作業所ミツバ園の経営 

        (10) 住民参加型ホームヘルプ事業 

        (11) ボランティア活動の振興 

        (12) 福祉サービス利用援助事業 

        (13) 生活福祉資金貸付事業 

        (14) 高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業 

        (15) ふれあい資金の設置運営 

        (16) ふれあい相談事業 

        (17) その他この法人の目的達成のために必要な事業 

        社会福祉法第２６条の規定により、次の事業を行う。 
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        (1) 訪問介護事業 

        (2) 介護予防訪問介護事業 

        (3) 居宅介護支援事業 

        (4) 君津市地域福祉推進センターの経営 

６ 資産の総額 ９，７２１万３，２９８円 

７ 従業員等  職員４０人 


